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【オーナー様の収支改善の専門家】
オーナー様専用ＨＰ 

【ライン登録から物件内覧無しで 
仲介手数料最大無料】 
入居募集専用ＨＰ 



賃貸管理ニュース 

空室募集、空室対策、設備交換、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ 

℡担当：稲葉 

まだ間に合う繁忙期対策はコレだ！ 
~2022年繁忙期空室対策セレクション~ 
 賃貸仲介市場のピークとなる繁忙期がこれから始まります。 1月中旬~ 
4月初旬にかけて、賃貸の反響・来店・契約が通常の2倍近くまで市場が
盛り上がります。是非この機会を逃さぬよう準備と見直しを進めてみて下さい。 

【持ち出し0円でできる対策例】 
①敷金・礼金ゼロ、②広告料増額、③仲介業者訪問（カラー図面持参）、④更新料なし 
⑤家賃減額、⑥フリーレント、⑦ペット飼育可、⑧外国籍入居・高齢者入居促進、⑨契約
期間変更、⑩原状回復スピードアップ（目安2週間）、⑪入居者イベント、⑫自販機設置、
⑬のぼり設置、⑭現地看板設置、⑮ネット掲載（写真の変更）、⑯物件名称変更、⑰ 
24時間コールセンター、⑱初期費用完全0円 

【10万円以下でできる対策例】 
①共用清掃・高圧洗浄・空気入替、②防犯カメラ設置、③外灯設置、④室内照明設置、 
⑤室内プレート交換、⑥クリーニングサービス、⑦洋室変更、⑧アクセントクロス、⑨ＴＶドア
ホン・ウォシュレット・ホスクリーン設置、⑩消防点検、⑪排水管洗浄、⑫Wi-Fi設置、⑬床
材変更、⑭飾付部屋作り 

※全国賃貸新聞社調べ 

【10万円以上でできる対策例】 
①大規模工事（外壁塗装）、②リノベーション、③水廻りの変更、④追い焚き設置（給湯
器交換）、⑤宅配ボックス設置、⑥ゴミ庫設置、⑦郵便ポストの変更、⑨バイク置場設置、
⑩自転車置き場設置、⑪植栽の設置と定期メンテナンス 

 上記は対策例を簡単にまとめたものになります。繁忙期前・繁忙期中・繁忙期後と取り入
れた方が良い時期がそれぞれ異なりますので、対策については是非ご検討・ご相談下さい。 

★ 注目対策のコーナー＜この設備がないと決まらない対策ランキング1位＞ ★ 

（株）アセットコン
サルティング 

 坂本拓郎 
 



業界ニュース 

弁護士法人 
一新総合法律事務所 

弁護士 大橋 良二 氏 

～民法改正～ライフラインの設置のための他人の
土地利用・設備利用に関するルールが明確に 

① 他人の土地に設備を設置しなければライフラインを引き込めない場合に、
他の土地に設備を設置することができる（新民法213の２Ⅰ） 
 
② 他人の設備を利用しなければライフラインを引き込めない場合に、他人
の所有する設備を使用することができる（新民法213の２Ⅰ ） 

【事例】 

土地Ａ 

土地B 

道路 

【事例】Aさんの土地は、Bさんの土地を経由しなければ道路から給水
管を引き込むことができません。このような場合にBさんの承諾を得て
工事をしたいのですが、Bさんの承諾が得られなかった場合、給水管を
設置するにはどうしたらよいでしょうか？ 

→ なお、ここでいうライフラインとは、電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継
続的給付（電話・インターネット設備）などが想定されています。 
  
もちろん、他人の土地を使うわけですので、場所や方法は「損害が最も少ない」場所や方法
にしなければなりません。（新民法213の2Ⅱ ） 
  
また、いきなり勝手に他人の土地を利用してライフラインを設置する、というわけにもいきませ
んので、あらかじめ他の土地・設備の所有者に通知（新民法213の2Ⅲ）する必要があり
ます。 
  
そして、無償で利用するというわけにもいきませんので、基本的には、他の土地を使用する場
合には、償金（実損外に相当する設備設置部分の使用料相当額）の支払をしなければ
なりません。（新民法213の2Ⅳ、209Ⅳ）（新民法213の2Ⅴ） 
他人の設備を使用する場合も、同様に使用開始時に償金の支払いや、設備の修繕維持
費等の費用負担（新民法213の2Ⅶ）も必要となります。 
 
このように、今回の民法改正では土地の利用のルールがかわり、ライフラインのために他人の
土地や設備を利用するためのルールが明らかとなった点は確認しておきましょう。 

 これまでの民法では、各種ライフラインの引き込みにつ
いて条文で明確に規定されておらず、どのようなルール
（条件や代償金の支払い）で他人の土地を利用でき
るのか、はっきりしていませんでした。ですが、今回の民
法改正で、ライフライン引き込み時の土地利用や設備
利用のルールが明らかとなりました。 



相続相談コーナー 

 
各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家
（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。 

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口 
℡：0564－72－2215    担当：坂本・吉村 

 

税理士法人タックスウェイズ 
税理士  後藤 勇輝 氏 

『資産に関わる税務の基本』 
もう誰にも聞けない相続税の基本⑨  

 相続税の基本の9回目です。今回は、相続税の計算の中心と言って
も過言ではない、土地の評価について解説します。土地の評価は、その
評価方法により評価金額が変わるため相続税額に直結する非常に重
要な計算です。 

≪土地の評価は簡単!？≫ 

土地の評価は、相続税評価という評価方法で計算しますが、国税庁のタックスアンサーなど
をみますと、路線価×補正率×面積というような簡潔な式で表現されております。土地がキ
レイな形（整形地）であれば、計算式に当てはめて簡単に計算ができることもあります。し
かし、土地の形も色々あり、キレイでない形（不整形地）であったり、また土地の用途など
により、減額要素を考慮したりするケースもあるため、簡単に評価金額を算出できるとは言え
ないことが多いです。 

≪路線価方式と固定資産税評価による倍率方式≫ 

評価方法は、路線価方式と倍率方式の2つがあります。路線価方式は、路線価が定めら
れている土地に適用され、その土地の計上に応じた奥行価格補正率などの係数、面積を
乗じて算出します。倍率方式は、路線価の定められていない土地に適用され、固定資産
税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。路線価は国税庁が定める土地の価格で例
年7月に公表されます。固定資産税評価は、各市町村が固定資産税の算出のために定め
る価格で例年4月に公表されます。 

≪相続税評価額と固定資産税評価と公示価格≫ 

土地の金額を考える上で、評価の指標が出てきますが、路線価での相続税評価、固定資
産税の固定資産税評価、国土交通省が公示する標準地の価格の3つが代表的です。そ
の金額の基準は路線価が時価の約8割、固定資産税評価が約7割くらいと言われています。
ここに実際の取引価格である実勢価格も含めると土地評価は様々な基準や評価方法を
持つことが分かりその用途に応じて使い分けが必要です。 

No.4602 土地の評価（国税庁タックスアンサー） 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm 

不動産所有の場合の相続税を算出する上で土地の評価は、必ず必要な
考え方です。相続税の増減にダイレクトに響く財産ですのでしっかりと評価の
仕方を理解しておきたいですね。 



相続相談コーナー 

建て替えのメリット・デメリット。資産の有効活用法 

 築年数が古くなってきた・・・。家賃が下がって収益が下がってき
た･･･。入居まで時間がかかるようになってきた･･･。築年数が古く
なってくると、様々な課題が出てきます。課題を解決するのに、 
建替えは有効な手段の一つですが、将来、ご自身の資産をどうして
いくのか、方向性を固めて上手な資産運用をしていく必要があります。 

建て替えを検討する前に・・・目的別メリット、デメリットの確認を 

 建て替えをすることで、どんなメリット、デメリットがあるでしょうか？実は建て替えはメリットば
かりではありません。建て替えによるメリット、デメリットを比較してみましょう。 

資産が目減りする、というのは少しわかりづらいかもしれませんが、建て替えをするということは、 
 ①今、ある程度の金額で売れるかもしれない建物を壊す 
  （壊す費用が掛かる。壊したらもともとの建物の価値はなくなる） 
 ②新しい建物を建てるのに費用・借り入れがかかる。 
ということです。もし売却する場合、①、②で費用が掛かっているため、もともとの取り壊し前
よりも、明らかに売却利益が減る、ということになります。これが、資産が目減りする、というこ
とです。もし相続を考えず、自分の代の生活を考えているオーナーであれば、建替えする理
由は半減するでしょう。 
 

 建て替えは、オーナーの資産を改善したり、長く引き継ぐための有効な方法の一つですが、
目的によっては別の物件を購入したり、資産を組み替えたり、といった対策の方が有利に進
められるケースもあります。ご自身・ご家族の目的に合った資産の対策として、メリット・デメ
リットを理解し、目的に合わせた対策を検討してみてください。 

 建て替えのメリットはいくつかありますが、何と言っても、一番はもともと所有している不動産
（土地）の稼ぐ状態を維持しながら所有、引き継ぐことができることでしょう。引き継ぐ場合
は、引き継ぐ側にとっても優良な資産を引き継ぐことになります。 
 一方で、建替えのデメリットであまり知られていませんが、注意しなければいけないポイント
は、「建て替えで資産が目減りする」というケースが起こりやすいという点です。 

建て替えは目的を明確にして進めましょう。 

・月々の家賃収入が増える 
・相続後、相続人が築年数が浅い物件を 
 引き継げる（もともとの土地をさらに活かせる） 
・相続対策効果が大きくなる 
・老朽化による大規模修繕や設備のリスクが減る 

建替えのメリット 

・借入や自己資金等大きな費用負担がかかる 
・もともとの立地要件リスクがある。 
・取り壊しや退去等の費用がかかる 
・資産が目減りする 

建替えのデメリット 



空室について リフォームについて 家賃滞納について 賃貸管理について 

購入について 売却について 土地活用について 相続対策について 

保険について その他 お気軽にご相談ください！ 

より良い資産活用へのご相談はこち
ら 

「ＡＣの資産管理通信」事務局  

TEL 0564-72-2215 （担当 坂本） 

お問合 
せ先 

不動産のことならアセットコンサルティングにご相談ください!! 

アセットコンサルティングはお客様の資産運用の 
ために専門スタッフの力を結集してトータルサポートいたします。 

営業時間 定休日 9：00～18：00 土・日・祝 

藤田医科大学 
岡崎医療センター 

JR岡崎駅 

株式会社 

アセットコンサルティング 

株式会社アセットコンサルティング 

〒444-0834 愛知県岡崎市柱町折戸12番地 

TEL  

0564-72-2215 
FAX  

0564-72-2274 

ACCESS 
アクセス 

賃貸経営・資産形成における収支改善の専門家が 

会社紹介 

キャッシュを残したいオーナー様へ最適な提案を致します 

オーナー様専用ホームページ 

https://asset-consul.biz 


